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子どもたちが安心して学校生活を送るために 
 

校長  尾島 肇 
 
新年度がスタートしてから、早いものでもう一か月がたちました。子どもたちは新しい学級で少しず

つ友だちの輪を広げて、子どもたちなりに安心して学校生活を送るための環境づくりをがんばってい
るところです。 
仲間づくりが活発になるこの時期、子どもたちに「いじめとは何か」について確認してもらい、未然

防止と早期発見につなげようと、４月のオンライン児童朝礼で校長から子どもたちに話をしました。
「いじめとは何か」について、低学年の子どもたちにも理解してもらえるように、朝礼では簡単な言葉
で説明しましたが、「いじめ防止対策推進法」ではいじめの定義は下記のように定められています。 
 

○「いじめ」の定義（平成２５年施行「いじめ防止対策推進法」による） 
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一
定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット
を通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ
ているものをいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

 
いじめは重大な人権侵害であり、許してはならないものです。本校では「いじめは、どの子どもにも

起こりうる」という認識のもと、「大阪狭山市立東小学校いじめ防止基本方針」（学校ホームページに
掲載しています）を策定し、ささいな兆候であっても「いじめではないか」という疑いを持って、いじめ
を積極的に認知して対応するようにしています。本校では、いじめ事象を積極的に把握するため、年３
回の記名式いじめアンケート、年１回の無記名式いじめアンケートを実施しています。また、学期に１回
「カウンセリング週間」を設定し、個別面談を通して担任が子どもたちの悩みを直接キャッチするよう

にしています。さらに新たな試みとして、タブレットの健康観察アプリを活用し、子どもたちが先生に相
談したい時は、アプリ画面の質問項目にチェックを入れて意思表示できるよう、準備を進めています。 
いじめ事象を認知した際は、事象の解消に向け、いじめを受けた子どもの心のケアを図るとともに、

いじめに関わった子どもへの指導をていねいに進めてまいります。関係児童への指導にあたっては、
ご家庭と連絡を取り合い、連携して進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力のほどよ
ろしくお願いいたします。 
 

今年度より、東小学校は「コミュニティ・スクール」となります！ 
「コミュニティ・スクール」とは、「学校運営協議会」を設置している学校のことです。「学校運営協

議会」は、教育委員会が地域住民等の中から任命する委員が、学校運営の基本方針を承認した
り、教育活動について意見を述べたりすることで、学校運営に意見を反映させる仕組みです。市の
教育計画である「第二期大阪狭山市教育振興基本計画」に基づき、本校は令和６年７月を目途に
第１回学校運営協議会を開催し、コミュニティ・スクール制度を導入する予定です。 
コミュニティ・スクール制度を導入することで、学校運営の方向性を地域のみなさんと一緒に考え

ていくとともに、保護者や「東小応援団サポーターズ」の皆様のお力添えのもと、子どもたちの地域
学習や体験活動を充実させてまいりたいと考えています。皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお
願いいたします。 
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５月の行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行 事 予 定 

１ 水 
見守り隊の人と対面式（朝礼） 

クラブ 視力検査（3年） 

２ 木 
２年遠足（予備日5/21） 

眼科検診（5,6年） 

３ 金 憲法記念日 

４ 土 みどりの日 

５ 日 こどもの日 

６ 月 振替休日 

７ 火 
1年遠足（予備日5/24） 

眼科検診(3,4年) 

８ 水 
地震避難訓練(2限) 尿検査1次 

短縮４時間授業 13:15下校 

９ 木 
６年遠足（予備日5/24） 

眼科検診（1,2年） 

10 金 視力検査（6年） 

11 土 
休日参観（2限公開）12:00下校 

PTA委員引継ぎ(3限体育館) 

12 日  

13 月 参観代休 

14 火 
家庭訪問 短縮4時間 13:15下校 

視力検査（5年3クラス） 

15 水 
３年遠足予備日 算数MIM(1年) 

内科検診(4年,5年2クラス) 

16 木 
家庭訪問 短縮4時間 13:15下校 

視力検査(5年2クラス,4年2クラス) 

17 金 
家庭訪問 短縮4時間 13:15下校 

視力検査(4年3クラス) 

18 土  

19 日  

20 月 
家庭訪問 短縮4時間 13:15下校 

聴力検査(4,6年抽出） 

21 火 
朝礼 ２年遠足予備日 

耳鼻科検診(1年,3年①②④) 

22 水 
全学年５時間授業  

視力検査（1年） 

23 木 
聴力検査（2年）MIM(1年) 

4年遠足予備日 

24 金 
1年遠足予備日 尿検査２次 

聴力検査（５年） 

25 土  

26 日  

27 月 
聴力検査（３年） 

地震避難訓練予備日 

28 火 耳鼻科検診(2，5，6年) 

29 水 委員会 聴力検査(1年) 

30 木  

31 金 ６年遠足予備日 

諸費の引き落としについて 
４･５月分の引き落としは、１４日(火)で

す。再振替日はありません。 

 

 
５月のカウンセリングについて 

担当：中川 真理先生 

２日(木) 9 日（木） 24 日（金） 

カウンセリングをご希望の方は学校(担

当 山科)までご連絡ください。 

※６月の１回目は６日(木)です。 

就学援助の申請について 

４月２４日(水)に「就学援助のおしら

せ」と「申請書」を配付させていただきま

した。申請される方は、５月３１日（金）

までに東小学校か、市役所の教育指導グル

ープまでご提出ください。 

※就学援助の申請は、毎年必要になります。（オンラ

イン通信費の証明書類は前年度認定されたご家庭は

不要です。） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育相談について 

東小学校には、教育相談システムがあります。「ちょっとしたことだけど気になる。」「だれかに

相談してみたい。」など、お子様の発達で気になることがあれば、まずは、担任の先生を通じて、

相談担当（1年山本・岩崎・栢本・髙橋）までご連絡ください。お家の方といっしょに、よりよい

支援を考えていきたいと思っております。 

休日参観について 

 ５月１１日（土）２時間目 【９：４０～１０：２５】  

★公開授業は２時間目です。１時間目、３時間目は通常授業となります。３時間目終了後、１２

時頃の下校となります。 

★参観の後に体育館で PTA委員引継ぎがあります。 

 

 

 【1年生：多層指導モデルMIM（ミム）を導入しています】 

１年生の「こくご」では、ひらがな、カタカナの読み書きの学習を通して、音と文字の結びつきを理解

させることが大変重要な課題です。 

大阪狭山市の小学校では、文章がすらすら読めるようになることをめざして、子どもたちが特につま

ずきやすい「特殊音節」に焦点をあてた指導（多層指導モデルMIM）を導入しております。 

  読みのつまずきを早期発見、早期支援することは、子どもたちの学力を高める上でとても大切だと考

えています。 

  また、今年からは算数の基礎的な力を伸ばすための「算数MIM」にも取り組んでいきます。 

教育委員会や専門家と連携しながら、MIM 指導を活かして効果的な指導が提供できますように学

校として努力していきます。何よりも子どもたちが「できるようになってうれしい。」と思うことができるよ

う、取り組んでいきたいと思います。ご家庭でも宿題等で子どもたちの学習を応援していただきますよう

お願い申し上げます。 

 

【２・３年生：まるぐランドを導入しています】 

まるぐランドは、独自のチェックテストから一人ひとりの得意や苦手さに応じたレッスンが自動提案さ

れ、子どもたちが自主的に取組むことができる ICT 教材です。学校生活の中で楽しく取り組み、子ども

たちの力と自己肯定感を育んでいきたいと思います。 



 

 

６月の主な行事予定 

１ 土  16 日  

２ 日  17 月  

３ 月  18 火 水泳指導開始 

４ 火 
1,5年学習参観  
耳鼻科検診(4年,3年③⑤) 

19 水 委員会 

５ 水 全学年5時間授業 諸費振替日 20 木  

６ 木 
2,4年学習参観 尿検査2次 
心臓検診2次 欠席者 

21 金  

７ 金 3,6年学習参観  22 土  

８ 土  23 日  

９ 日  24 月  

10 月 カウンセリング週間(～17日） 25 火  

11 火 朝礼 1年MIM 26 水 全学年5時間授業 

12 水 クラブ 27 木  

13 木  28 金  

14 金  29 土  

15 土  30 日  

家庭訪問について 

１４日（火）から家庭訪問が始まります。玄関先で１０分程度とさせていただきます。訪問させ

ていただく時間も多少前後するかと思います。ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

学校用携帯電話の発信について 

 昨年度より、電話料の削減と校外における課外活動中などの連絡手段の確保を目的として、学

校用携帯電話を使用しています。学校から電話連絡する際は、以下の番号から発信されることに

なります。ご登録を願いいたします。 

 ☎０８０－７０２９－８９３８   ☎０８０－７０２９－９２５１ 

 この電話は発信専用のため、学校への連絡は☎０７２－３６５－００４４へおかけください。 

ハラスメント窓口について 
東小では、子どもたちの悩みを気軽に相談できるように、教師と子どもたちが共にいる時間を大切に

しています。特に学校のハラスメントについては、男女の担当者を決めて、外部の機関とも連携しな

がら対応していきます。ご相談がありましたら担当者までご連絡ください。 

（担当者 山岸・山科） 

 


